
障害福祉サービス事業者等 

指定申請の手引き 

Ⅰ．指定事業者 

    指定障害福祉サービス事業等を行おうとする者は、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」という）及び児童福祉法の規定

によりサービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに松江市長の指定を受ける必要があ

ります。 

 

※ 基本的な考え方 

① 障害種別に関わらず共通の基準 

② 主たる対象者（障害種別）を特定することは可能。 

③ 重度障害という理由でサービス提供を拒否することの禁止。 

 

〈指定の対象〉 

 ○ 障害福祉サービス事業 〔障害者総合支援法第３６条関係〕 

・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

  ・療養介護 

  ・生活介護 

・短期入所（ショートステイ） 

  ・重度障害者等包括支援 

  ・自立訓練（機能訓練）   

・自立訓練（生活訓練） 

  ・就労移行支援 

・就労継続支援（A型） 

・就労継続支援（B型） 

・就労定着支援 

・自立生活援助 

    ・共同生活援助（グループホーム）             

              

 ○ 障害者支援施設 〔障害者総合支援法第３８条関係〕  

  ・施設入所支援 

  ・生活介護 

  ・自立訓練（機能訓練）   

・自立訓練（生活訓練） 

  ・就労移行支援 

  ・就労継続支援Ｂ型 

 

  



 ○ 一般相談支援事業〔障害者総合支援法第５１条の１９関係〕 

   ・地域移行支援 

   ・地域定着支援 

 

 ○ 特定相談支援事業〔障害者総合支援法第５１条の２０関係〕 

   ・計画相談支援 

 

 ○ 障害児相談支援事業〔児童福祉法第 21 条の２８関係〕 

   ・障害児相談支援 

 

Ⅱ．指定の要件 

１．指定障害福祉サービス事業者   

    指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。 

① 申請者が法人格を有していること（療養介護を除く） 

②  条例で定める基準に従って適正な事業の運営ができること   

③  その他障害者総合支援法第３６条第３項各号に掲げる欠格事項に該当しないこと 
 

  〈条例で定める基準〉 

      ・松江市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２９年松江市条例第９１号） 

 〈指定障害福祉サービス事業者の指定基準に係る解釈通知〉 

      ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１８年障発

第１２０６００１号） 

 

２．指定障害者支援施設 

    指定施設になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。 

① 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人であること 

② 条例で定める基準に従って適正な事業の運営ができること 

③ その他障害者総合支援法第３８条第３項で規定する欠格事項に該当しないこと。 

 

  〈条例で定める基準〉 

     ・松江市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２９年松江市条例第９３号） 

  〈指定障害者施設の指定基準に係る解釈通知〉 

      ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者

支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１９年障発第０１２

６００１号） 

 

３．指定一般相談支援事業者 

指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。 



①  申請者が法人格を有していること 

②  省令で定める基準に従って適正な事業の運営ができること 

③  その他障害者総合支援法第５１条の１９第２項で規定する欠格事項に該当しない

こと。 

 
 
４．指定特定相談支援事業者 

指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。 

①  申請者が法人格を有していること 

②  省令で定める基準に従って適正な事業の運営ができること 

③  その他障害者総合支援法第５１条の２０第２項で規定する欠格事項に該当しない

こと。 

 

  〈指定特定相談支援の指定基準〉 

     ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相

談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２８号） 

  〈指定一般相談支援の指定基準に係る解釈通知〉 

      ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相

談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平成２４年障発０３３０第２

２号） 

 

５．指定障害児相談支援事業者 

指定事業者になるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。 

①  申請者が法人格を有していること 

②  省令で定める基準に従って適正な事業の運営ができること 

③  その他児童福祉法第２４条の２８第２項で規定する欠格事項に該当しないこと。 

 

  〈指定障害児相談支援の指定基準〉 

     ・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成

２４年厚生労働省令第２９号） 

  〈指定一般相談支援の指定基準に係る解釈通知〉 

      ・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準につい

て（平成２４年障発０３３０第２３号） 

 

Ⅲ．指定申請及び届出等の手続き 

  〈指定等に関する規則〉 

  （指定障害福祉サービス、指定障害者支援施設、指定一般相談支援及び指定特定相談支援） 

   ・松江市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則（平成２９年松江市規

則第６０号）（以下、「指定障害福祉サービス事業者等規則」という） 

  （指定障害児相談支援） 



   ・松江市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則（平成 29 年松江市

規則第 61 号）（以下、「指定障害児相談支援事業者規則」という） 

 

１．指定申請の手続き 

 （１）指定申請事務の流れ 

        指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けようとする者は、「指定（更新）申請

書」（「指定障害福祉サービス事業者等規則 様式第１号」又は「指定障害児相談支

援事業者規則 様式第１号」）を提出し、あらかじめ松江市長の指定を受ける必要が

あります。 

        指定申請手続きについては、「指定申請の流れ」（別紙１）をご覧ください。 

 （２）指定申請に必要な書類    

        指定障害福祉サービス事業者等の指定申請書は、サービスの種類及びサービスを行

う事業所ごとに提出する必要があります。 

    申請において必要な書類は、「指定申請における必要書類」（別紙２－１）及び「指

定申請に係る添付書類の説明」（別紙２－２）をご覧ください。 

 （３）公設民営事業所の取扱い 

    公設民営の事業所又は施設の指定申請者は、実際にその者の責任により事業を行       

    っている者であり、具体的には、利用者との契約を行い、利用者負担額の受領や給  

    付費の請求を行う者です。 

      

２．介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出について  

  指定に際しては、報酬単価・加算等に関連し、指定申請書と併せて介護給付費等算定に

係る体制等に関する届出書（様式第５号その１・その２、別添１－１）を提出してくだ

さい。 

       

３．変更届出の手続き 

指定障害福祉サービス事業者等は、当該事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で

定める事項に変更があったときは、その旨を１０日以内に知事に対して届け出なければ

ならないとされています。 

指定申請の際に指定申請書及び各種付表に記載した事項について変更があった場合に届

出が必要になります。 

 （１）変更届出が必要な場合（主なもの）  

        ①事業所・施設の名称及び所在地が変更になった場合 

        ②申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名等が変更になった場合 

        ③申請者の定款、寄付行為等が変更になった場合 

    ④建物の構造、事業所の平面図、設備の概要が変更になった場合 

        ⑤管理者、サービス提供責任者及び相談支援専門員の氏名、経歴及び住所が変更に    

     なった場合 

    ⑥運営規程等が変更になった場合 

    ⑦主たる対象者が変更になった場合 等 

 （２）変更届出に必要な書類 

        「変更届出書」（「指定障害福祉サービス事業者等規則 様式第４号」又は「指定障

害児相談支援事業者規則 様式第３号」）を提出してください。 

    届出において必要な書類は「変更届出書の添付書類一覧表」（別紙３）をご覧くだ



さい。 

 

４．その他の届出の手続き 

 （１）廃止・休止・再開をする場合 

（指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業者・指定障

害児相談支援事業者） 

    当該指定にかかる事業を廃止又は休止する時は１月前までに、休止していた事業を

再開した時は１０日以内に届出が必要です。 

    「廃止・休止・再開届出書」（「指定障害福祉サービス事業者等規則 様式第５号」

又は「指定障害児相談支援事業者規則 様式第４号」）に必要事項を記入の上、提出

してください。 

 （２）指定を辞退する場合 

（指定障害者支援施設） 

        障害者支援施設がその指定を辞退する場合は、３カ月以上の予告期間を設けて、そ   

の指定を辞退することがでます。 

        指定を辞退しようとする施設は、辞退の日の３カ月前までに「指定辞退届出書」（「指

定障害福祉サービス事業者等規則 様式第６号」）に必要事項を記入の上、提出して

ください。 

 

５．指定の取消し   

    松江市長は、指定障害福祉サービス事業者等が各法に規定する事項に該当する場合は、

指定の取消しを行うことができます。 

 

６．公示 

    松江市長は、次に掲げる場合には公示をします。   

① 指定障害福祉サービス事業者等を指定をしたとき 

② 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者

又は指定障害児相談支援事業者から廃止の届出があったとき 

③ 指定障害者支援施設から指定辞退の届出があったとき 

④ 指定障害福祉サービス事業者等の指定を取り消したとき              

 

７．指定の更新 

指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は、原則６年間とされています。 

指定障害福祉サービス事業者等は、６年ごとに指定の更新の手続をしなければ、指定の

効力を失います。 

  指定の更新に当たっては、指定申請と同様の手続が必要です。 

 

 



別紙１ 

 
 

指 定 申 請 事 務 の 流 れ 
 

 
  事前準備     指定事業者・施設になるためには、厚生労働省令及び松江市条例で定める

人員、設備及び運営に関する基準を満たしていなければなりません。 

そのため、申請の時期に合わせて準備を進めておく必要があります。 

             （例）法人格取得手続き、定款等変更手続き 等 

             提出書類については、別紙２－１、２－２をご覧ください。 

        なお、不明な点がありましたら、松江市障がい者福祉課にお問い合わせくださ

い。 

   
  申請受付    ・申請書類は、下記の場所及び時間に御持参いただくか、郵送等により 

       提出してください。（事業開始予定日の2カ月前までに提出してください。） 

 

 

            《受付又は送付場所》 

         〒690-85４０ 松江市末次町８６番地 

                      松江市障がい者福祉課あて 

                TEL 0852-５５-5９４６ FAX 0852-５５-５３０９ 

            《受付時間》 

                月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く） 

                午前９時から午後５時まで 

          ・提出部数は、各書類１部です。 

 

 
  

審査・決定 ・松江市障がい者福祉課において書類による審査を行い、申請から概ね３０日以
内（書類不備等による補正に要する時間は除く）に指定を決定し指定書を送付し
ます。 

  その際に事業所番号についても通知します。 

       

 

       

      
   公  示       指定した事業者・施設については、県報で事業者等の名称、所在地、 

     サービスの種類等を公示します。 
                  また、島根県等の関係機関にも情報を提供するとともに、インター         
        ネットでも公開します。 
 
    ※ 変更届出書、廃止・休止・再開届出書、辞退届出書についても、指定申請書 

      の受付方法に準じて受け付けします。 



別紙２－１
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様式第１号 指定申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

付表１ 居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業所等の指定に関する事項 ○

付表１－２ 居宅介護等所在地以外の実施記載事項 △

付表２ 療養介護事業所の指定に係る記載事項 ○

付表３ 生活介護事業所の指定に係る記載事項 ○ △

付表３－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項 △

付表５ 短期入所事業所の指定に係る記載事項 ○

付表６ 重度障害者等包括支援事業所の指定に係る記載事項 ○

付表７ 共同生活援助事業所（グループホーム）の指定に係る記載事項 ○

付表８ 障害者支援施設の指定に係る記載事項 ○

付表９ 自立訓練（機能訓練）事業所の指定に係る記載事項 ○ △

付表９－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項 △

付表１０ 自立訓練（生活訓練）事業所の指定に係る記載事項 ○ △

付表１０－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項 △

付表１１ 就労移行支援事業の指定に係る記載事項 ○ △

付表１１－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項 △

付表１２ 就労継続支援事業の指定に係る記載事項 ○ △

付表１２－２ 一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項 △

付表１３ 指定障害福祉サービス事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項 ○

付表１４ 指定相談支援事業所の指定に係る記載事項 ○

付表１４－２他の事業所又は施設の従業者と兼務する地域移行支援・地域定着支援に従事する者について △

付表１５ 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業者の指定に係る記載事項 ○ ○

付表１６ 就労定着支援事業所の指定に係る記載事項

付表１６－１一般就労移行実績

付表１７ 自立生活援助事業所の指定に係る記載事項 ○

添付１ 定款、寄付行為等及び登記事項証明書又は条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
事業目的に障害福祉サービス
事業等実施について明記

添付２ 一部の地域で実施する場合の地図 △

添付３ 建物の構造概要 ○ ○ ○ ○

添付４ 事業所の平面図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式１

添付５ 事業所の設備・備品等一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式２

添付６ 事業所管理者の氏名、経歴及び住所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式３

添付７ サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所 ○ ○ 参考様式３

添付８ 行動援護従事者の実務経験証明書（見込み証明書） ○ 参考様式４、５

添付９ 同行援護従事者の実務経験証明書（見込み証明書） ○ 参考様式４、５

添付１０ サービス管理責任者の氏名、経歴及び住所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式３

添付１１ サービス管理責任者の実務経験証明書（見込み証明書） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式４、５

添付１２ サービス管理責任者研修修了証及び相談支援従事者研修（講義部分）受講証明書の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

添付１３ 従業者の資格等を証するもの ○ ○ ○ ○ △ △
資格職について資格証を添付すること。
嘱託医を配置する場合は、嘱託内容のわ
かる契約書の写等を添付すること。

添付１４ 地域移行支援・地域定着支援に従事する者の氏名、経歴及び住所 ○ 参考様式３

添付１５ 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業に従事する者の氏名、経歴および住所 ○ ○ 参考様式３

添付１６ 相談支援専門員の実務経験証明書（見込み証明書） ○ ○ ○ ○ 参考様式４、５

添付１７ 相談支援従事者研修修了証（又は受講証明書）の写し ○ ○ ○

添付１８ 運営規程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

添付１９ 利用者又はその家族からの苦情を解決措置の概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式６

添付２０
当該事業従事者の勤務体制及び勤務形態
※更新申請の場合は前年度の平均利用者数などがわかる書類を添付すること

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式７

添付２１ 主たる対象者を特定する理由等（特定する場合のみ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 参考様式８

添付２２ 欠格事項に該当しない旨の誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

参考様式９－１
（一般相談の場合は参考様式９－２)
（特定相談の場合は参考様式９－３）
（障害時相談の場合は参考様式９－４）

添付２３ 相談支援専門員に対する研修体制 ○ ○ ○ 参考様式１０

添付２４ 事業計画書及び収支予算書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

添付２５ 損害保険加入証書の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

添付２６ 協力医療機関との契約内容がわかるもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

添付２７ 医療法第７条の許可病院であることを証するもの ○

添付２８ 協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要（※日中サービス支援型GHのみ） ○ 参考様式１１

添付２９
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
※1 各種加算を算定する場合は必要書類を添付すること。
※2 更新申請の場合で体制等に変更がない場合は省略可。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
様式第５号（その１、その2）、及び
別添１－１

注・それぞれのサービスの申請に必要な書類に○をしています。

　 ・△は、該当があれば添付するものです。

そ
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業
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、
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部
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。

指定(更新)申請における必要書類
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指定申請（更新）に係る添付書類の説明 
書類番号 書    類    名 説            明 

添付１ 登記事項証明書又は条例等 ・指定申請に関する事業を実施する旨の記載がある登記事項証明書（登記簿謄本） 

・条例にあっては公報の写し 

 ※ 既存の定款等で指定申請する事業が実施できるかどうか、事前に法人所轄部局に

確認してください。 

添付２ 一部の地域で実施する場合の地

図 
・居宅介護事業を市町村の一部地域で実施する場合当該市町村の実施地域を明確にした

地図 

添付３ 建物の構造概要  （任意様式） 

・建物の立面図又は写真等に構造、面積、建築年月日等を記載したもの 

添付４ 事業所の平面図  （参考様式１） 

・各室の用途及び面積を明示したもの 

・当該事業の専用部分と他事業との共用部分を色分けする等により使用関係を分かりや

すく表示すること 

添付５ 事業所の設備・備品等一覧表  （参考様式２） 

・サービス提供上配慮すべき設備の概要、非常災害設備、備品の品目及び数量を記載す

ること（既存資料の添付可） 

添付６ 事業所管理者の氏名、経歴及び

住所 
 （参考様式３） 

・当該事業管理者の住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載のこと 

・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載すること 

添付７ 

 

 

サービス提供責任者の氏名、

経歴及び住所 

 

 （参考様式３） 

・居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護サービス提供責任者の住所、

氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載すること 

・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載すること 

添付８ 行動援護従事者の実務経験

証明書（見込証明書） 

 （参考様式４、５） 

・行動援護従事者の実務経験の対象となる業務に従事していた期間について証明書又は

見込み証明書を添付すること。なお、過去に従事していた施設等の証明書の取得が困

難な場合は、現在勤務する施設等が事実を確認の上、証明することも可とする。 

添付９ 同行援護従事者の実務経験

証明書（見込証明書） 

 （参考様式４、５） 

・同行援護従事者の実務経験の対象となる業務に従事していた期間について証明書又は

見込み証明書を添付すること。なお、過去に従事していた施設等の証明書の取得が困

難な場合は、現在勤務する施設等が事実を確認の上、証明することも可とする。 

添付１０ サービス管理責任者の氏名、

経歴及び住所 

 （参考様式３） 

・サービス管理責任者の住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載

すること 

・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載すること 

添付１１ サービス管理責任者の実務

経験証明書（見込み証明書） 

 

 

 （参考様式４、５） 

・サービス管理責任者の実務経験の対象となる業務に従事していた期間について証明書 

 又は見込み証明書を添付すること。なお、過去に従事していた施設等の証明書の取得

 が困難な場合は、現在勤務する施設等が事実を確認の上、証明することも可とする。 

添付１２ 

 

サービス管理責任者研修修了証

及び相談支援従事者研修（講義

部分）受講証明書の写し 

・サービス管理責任者研修は指定する事業に該当する分野の研修を修了したことを証明

する修了証の写しを提出すること 

・相談支援従事者研修は講義部分の研修を受講したことを証明する受講証明書の写しを

提出すること 



別紙２－２ 
 
添付１３ 従業者の資格等を証するもの 

 

・従業者資格証・研修修了証明書等の写しなど、従業者の要件を確認できる書類につい

て添付すること。 

・嘱託医を配置する場合は嘱託契約の内容がわかる書類（写）を添付すること。 

添付１４ 

 

 

 

地域移行支援・地域定着支援

に従事する者の氏名、経歴及

び住所 

 

（参考様式３） 

・地域移行支援員・地域定着支援員の住所、氏名、電話番号、生年月日、主な

職歴等を記載すること 

・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載すること 
添付１５ 

 

 

 

特定相談支援事業及び障害

児相談支援事業に従事する

者の氏名、経歴及び住所 

 

（参考様式３） 

・相談支援専門員の住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載する

こと 

・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載すること 
添付１６ 

 

 

 

相談支援専門員の実務経験

証明書（見込み証明書） 

 

 

（参考様式４、５） 

・相談支援専門員の実務経験の対象となる業務に従事していた期間について証明書 

 又は見込み証明書を添付すること。なお、過去に従事していた施設等の証明書の取得

 が困難な場合は、現在勤務する施設等が事実を確認の上、証明することも可とする。 

添付１７ 相談支援従事者研修修了証（又

は受講証明書）の写し 

 

・相談支援従事者研修を修了したことを証明する修了証明書の写しを提出すること。た

だし、過去に障害者ケアマネジメント研修を受講したことがある者については、相談支

援従事者研修（初日）の受講証明書の写しを提出すること 

添付１８ 運営規程 ・各事業の運営基準に規定されている運営規程で定めなければならない事項について、

 具体的かつ明瞭に定めること 

・営業日及び営業時間については、年間の休日も含めて定めること 

・利用者又は入所者から受領する費用の額については、単価、算定根拠を具体的に定め

 ること（料金表の添付可） 

・金額が常時変動する性質のものは「実費」と記載可 

添付１９ 利用者又はその家族からの苦情

解決措置の概要 

（参考様式６） 

・次の事項について、具体的かつ明瞭に記載すること 

 (1)利用者又はその家族からの相談又は苦情等に対応する常設窓口（連絡先）、   

  担当者の設置 

 (2)円滑かつ迅速に苦情を解決するための処理体制・手順 

 (3)その他参考事項 

添付２０ 当該事業従業者の勤務体制

及び勤務形態 
（参考様式７） 

・管理者及び従業者全員について、４週間分の勤務すべき時間数を 記載する

こと。 

・職種の分類は、各事業の人員基準に規定されている職種を記載すること 

・ヘルパー、看護師等の資格職は資格証を添付すること。 

・当該事業所又は施設に係る組織図を添付すること 

・更新申請については、前年度の平均利用者数等のわかる書類を添付すること。 

添付２１ 主たる対象者を特定する理

由等 
（参考様式８） 

・主たる対象者（障害種別）を特定する場合にその理由を記載すること  

添付２２ 

 

 

欠格事項に該当しない旨の誓約

書 

（参考様式９）※一般相談支援の場合は参考様式９－２ 

       ※特定相談支援の場合は参考様式９－３ 

       ※障害児相談支援の場合は参考様式９－４ 

添付２３ 相談支援専門員に対する研修体

制 

（参考様式１０） 

・相談支援専門員に対する研修計画、事例検討会の開催計画について記載すること。 
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添付２４ 
  ２５ 

当該事業に係る事業計画書、収

支予算書及び損害賠償保険証書

など 

・次の書類を提出すること 

 (1)当該年度の事業計画書及び収支予算書 

 (2)損害賠償発生時に対応可能であることがわかる書類(損害保険証書の写等)  

添付２６ 協力医療機関との契約内容がわかる

もの 
・利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に連絡を行う協力医療機関とあらかじめ取り交

 わした契約書等の写し 

添付２７ 医療法第７条の許可病院で

あることを証するもの 

・療養介護を行う病院について添付すること 

添付２８ 協議会等への報告・協議会か

らの評価等に関する措置の

概要 

・日中サービス支援型共同生活援助を行う場合に添付すること。 

添付２９ 介護給付費等算定に係る体

制等に関する届出書 

・様式第５号（その１、その２）、及び別添１－１ 

※各種加算を算定する場合は関係する書類を添付すること。 

 


